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主  要  目  次 

 

告   示 
 1217 管理規程の変更認可（農地計画課） 
 1218 道路の区域変更（道路管理課） 
 1219 道路の供用開始（道路管理課） 
 1220 道路の区域変更（道路管理課） 
 1221 都市計画案の縦覧（都市政策課） 
公   告 
  予算の公表（財政課） 
  大規模小売店舗の届出に対する市町村等の意見（商業振興課） 
  大規模小売店舗の届出に対する市町村等の意見（商業振興課） 
病院局公告 
  特定調達契約の落札者等（病院局総務課） 
正   誤 
  平成24年10月１日付け県報号外１主要目次及び本文中（文書私学課） 
 

告   示 

◎新潟県告示第1217号 

土地改良法（昭和24年法律第195号）第57条の２第３項の規定により、次のとおり小倉川ダム管理規程及び竹田

川ダム管理規程の変更を認可した。 

平成24年10月９日 

新潟県佐渡地域振興局長 

１ 管理規程を変更した者の所在地及び名称 

佐渡市寺田 721番地 国府川左岸土地改良区 

２ 認可年月日 

平成 24年９月 24 日 

３ 認可した管理規程の概要 

(1)小倉川ダム管理規程 

第１章 総則 

第２章 貯水・取水又は放流に関する事項 

第３章 ゲートの操作 

第４章 点検及び整備に関する事項 

第５章 緊急事態における措置に関する事項 

第６章 観測及び調査に関する事項 

(2)竹田川ダム管理規程 

第１章 総則 

第２章 貯水・取水又は放流に関する事項 

第３章 ゲートの操作 

第４章 点検及び整備に関する事項 
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第５章 緊急事態における措置に関する事項 

第６章 観測及び調査に関する事項 

 

◎新潟県告示第1218号 

道路法（昭和27年法律第180号）第18条第１項の規定により、道路の区域を次のとおり変更した。 

なお、関係図面は、告示日から２週間、新潟県土木部道路管理課及び新潟県新潟地域振興局津川地区振興事務

所総務課において縦覧に供する。 

平成24年10月９日 

新潟県知事  泉 田  裕 彦 

１ 道路の種類 県道 

２ 路 線 名 黒倉野中線 

３ 道路の区域 

区        間 新旧の別 敷 地 の 幅 員 延     長 

 

東蒲原郡阿賀町東山字田タハ 1225番１から 

 

同郡同町東山字石橋768番１まで 

 

新 

 

 3.6～26.0メートル 

 

257.5メートル 

 

旧 

 

 3.3～17.0メートル 

 

290.2メートル 

 

 

◎新潟県告示第1219号 

道路法（昭和27年法律第180号）第18条第２項の規定により、県道変更区域の供用を次のとおり開始する。 

なお、関係図面は、告示日から２週間、新潟県土木部道路管理課及び新潟県新潟地域振興局津川地区振興事務

所総務課において縦覧に供する。 

平成24年10月９日 

新潟県知事  泉 田  裕 彦 

１ 路 線 名  県道   黒倉野中線 

２ 供用開始の区間 

  東蒲原郡阿賀町東山字田タハ1225番１から同郡同町東山字石橋768番１まで 

３ 供用開始の期日  平成24年10月９日 

 

◎新潟県告示第1220号 

道路法（昭和27年法律第180号）第18条第１項の規定により、道路の区域を次のとおり変更した。 

なお、関係図面は、告示日から２週間、新潟県土木部道路管理課及び新潟県長岡地域振興局地域整備部庶務課

において縦覧に供する。 

平成24年10月９日 

新潟県知事  泉 田  裕 彦 

１ 道路の種類 県道 

２ 路 線 名 小栗山川口線 

３ 道路の区域 

区        間 新旧の別 敷 地 の 幅 員 延     長 

 

長岡市川口相川字向ノ原 541 番３から 

 

同市川口相川字居平2064番１まで 

 

新 

 

7.9～13.8メートル 

 

187.4メートル 

 

旧 

 

7.0～30.5メートル 

 

187.4メートル 
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◎新潟県告示第1221号 

都市計画法（昭和43年法律第 100号）第21条第２項において準用する第17条第１項の規定により、次の都市計

画の変更案を縦覧に供する。 

平成24年10月９日 

新 潟 県 

代表者 新潟県知事 泉田 裕彦 

 

１ 都市計画の種類及び名称 

(1) 種類 長岡都市計画道路 

(2) 名称 ３・４・103号 見附下新町線 

２ 都市計画を変更する土地の区域 

(1) 追加する部分 

 見附市南本町２丁目、双葉町、名木野町字原西、熱田町字喜多稲葉、字波柳、下新町字新田及び字東村の 

各一部 

(2) 削除する部分 

 見附市南本町２丁目、南本町３丁目、双葉町、熱田町字波柳及び下新町字今泉の各一部 

 

３ 都市計画の案の縦覧の期間及び場所 

(1) 期間 自 平成24年10月９日 

   至 平成24年10月23日 

(2) 場所 

ア 長岡市四郎丸町173－２（〒940－8567） 

 新潟県長岡地域振興局地域整備部庶務課 

イ 見附市昭和町２－１－１（〒954－8686） 

 見附市建設課 

３ その他 

  この都市計画の変更案については、縦覧期間満了の日までに、新潟県に意見書を提出することができる。 

 

公   告 

予算の公表について（公告） 

平成24年９月28日新潟県議会において議決された平成24年度新潟県一般会計補正予算、特別会計補正予算、企

業会計補正予算の要領は、次のとおりである。 

平成24年10月９日 

新潟県知事  泉 田  裕 彦 
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大規模小売店舗の届出に対する市町村等の意見について（公告） 

大規模小売店舗立地法（平成10年法律第91号）第８条第１項及び第２項の規定による市町村等の意見の概要を

次のとおり公表する。 

平成24年10月９日 

新潟県知事  泉 田  裕 彦 

１ 大規模小売店舗の名称、所在地及び設置者 

名 称 六日町ショッピングパーク 

所在地 南魚沼市余川字坂ノ上3090番外 

設置者 イオンリテール株式会社ほか４社 

２ 届出の概要及び公告日 

概 要 大規模小売店舗立地法第６条第１項の規定による変更（大規模小売店舗を設置する者の変更及びそ

の他の変更）に関する届出 

公告日 平成24年５月29日 

３ 意見の概要 

(1) 南魚沼市からの意見の概要 

意見なし 

(2) 居住者等の意見の概要 

意見書の提出はなかった。 

４ 縦覧場所 

新潟県産業労働観光部商業振興課 

５ 縦覧期間 

平成24年10月９日から平成24年11月９日まで 

 

大規模小売店舗の届出に対する市町村等の意見について（公告） 

大規模小売店舗立地法（平成10年法律第91号）第８条第１項及び第２項の規定による市町村等の意見の概要を

次のとおり公表する。 

平成24年10月９日 

新潟県知事  泉 田  裕 彦 

１ 大規模小売店舗の名称、所在地及び設置者 

名 称 イオンモール新発田 

所在地 新発田市住吉町５丁目11番５号 

設置者 イオンリテール株式会社 

２ 届出の概要及び公告日 

概 要 大規模小売店舗立地法第６条第２項の規定による変更（開店時刻の変更）に関する届出 

公告日 平成24年５月29日 

３ 意見の概要 

(1) 新発田市からの意見の概要 

意見なし 

(2) 居住者等の意見の概要 

意見書の提出はなかった。 

４ 縦覧場所 

新潟県産業労働観光部商業振興課 

５ 縦覧期間 

平成24年10月９日から平成24年11月９日まで 

 

病院局公告 

特定調達契約の落札者等について（公告） 

特定調達契約について落札者を決定したので、新潟県病院局の物品等又は特定役務の調達手続きの特例を定め
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る規定（平成７年新潟県病院局管理規定第17号）第15条の規定により、次のとおり公告する。 

平成24年10月９日 

新潟県立十日町病院長 塚田 芳久 

１ 調達物品及び数量 

総合病院情報システム機能拡充   １式 

２ 契約に関する事務を担当する機関の名称及び住所 

新潟県立十日町病院経営課 

新潟県十日町市高山32番地９ 

３ 調達方法 

購入等 

４ 契約方法 

  一般競争入札 

５ 落札決定日 

平成24年９月19日 

６ 落札者の氏名及び住所 

株式会社ＢＳＮアイネット 

新潟市中央区米山２丁目５番地１ 

７ 落札価格 

    203,490,000円 

８ 入札公告日 

平成24年８月７日 

９ 落札方式 

 最低価格 

 

正   誤 

 平成24年10月１日付け県報号外１主要目次及び本文において、規則第35号を第39号とする。 
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